
令和６年度第２回越谷市行政経営審議会  
 

日時：令和６年（２０２４年）１０月３０日（水）午後２時３０分～ 

         場所：越谷市役所本庁舎８階 第２委員会室 

 

 

― 次  第 ― 
 

 

１ 開会 

２ 議事 

（１）協議事項 
   「使用料等のあり方に関する基本方針」の改定案について 
 

３ その他 

４ 閉 会 



資料１

令和６年度　行政経営審議会　諮問事項

「使用料等のあり方に関する基本方針」の改定について

●意見一覧

No. 該当部分 意見要旨

1
P .1
１　使用料等に対する基本的な
考え方

　現行基本方針の「はじめに」、「【使用料等に対する基本的な考え方】」及び
「１０　施設の稼働率向上と適正利用」の内容を整理し、住民の福祉の増進を図るこ
とを基本とする自治体の考え方を前文に記載することについて検討されることを望
みます。

2
P .1
１　使用料等に対する基本的な
考え方

　住民の福祉の増進を図ることを基本とする自治体が示す基本方針の冒頭が「（1）
受益者負担の原則」では違和感があるため、「（1）受益者負担の原則」を、「（1）公共
サービスと受益者負担」に変更することについて検討されることを望みます。

3
P .7
6 　使用料等の減額・免除の考
え方

　使用料等の減額・免除の考え方について、市民にとって分かり やすい記載内容と
なるよう 検討されることを望みます。

No. 該当部分 意見要旨

4
P .2
3 　使用料等の原価の考え方

　使用料等の算出過程において、近隣等比較考慮による調整が分かり にくいため、
近隣等比較考慮の説明を記載することについて検討されることを望みます。

5
P .3
（２）原価算定の対象経費

　原価算定の対象経費に退職手当引当金を含めることについて検討されることを望
みます。

6
P .3
（２）原価算定の対象経費

　原価算定の対象経費に修繕引当金を含めることについて検討されることを望みま
す。

7
P .11
（9 ）使用料等の見直しの周期

　使用料の見直しの周期を５年ごととしていますが、原価の動向等については毎年
把握し、本審議会や市民に対する周知について検討されることを望みます。

8 複数箇所
　公の施設について、「住民の福祉の増進のために設置される施設」など、具体的な
説明の記載について検討されることを望みます。
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越谷市長 福 田   晃 様 

 

  越谷市行政経営審議会     

会長 安 原 陽 平    

 

 

使用料等のあり方に関する基本方針の改定案について（答申） 

 

令和６年（２０２４年）８月１９日付け越行管第２６号で諮問のあり ました標記について、

当審議会での審議結果を取りまとめましたので、別紙のとおり答申いたします。 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料２ 



答 申 （案） 
 
 

使用料及び手数料は、最も身近な公共料金です。その基本的な考え方や料金のあり

方等については、市民の立場に立った公正・公平・適正なものでなければなりません。 

また、施設の運営やサービスの提供に係る経費の一部に充てる重要な財源として、

市の財政に大きく影響することから、常に価格等の見直しを図り、的確な運用に努めら

れることを望みます。 

当審議会は、下記の意見等をもって、諮問のあった、「使用料等のあり方に関する基

本方針の改定案」について、概ね妥当であるとします。 

 
 

記 

 

 

１ 使用料等に対する基本的な考え方について 

（１） 現行基本方針の「はじめに」、「【使用料等に対する基本的な考え方】」及び 

「１０ 施設の稼働率向上と適正利用」の内容を整理し、住民の福祉の増進を図ること

を基本とする自治体の考え方を前文に記載することについて検討されることを望みま

す。 

 

（２） 住民の福祉の増進を図ることを基本とする自治体が示す基本方針の冒頭が 

「（1）受益者負担の原則」では違和感があるため、「（1）受益者負担の原則」を、 

「（1）公共サービスと受益者負担」に変更することについて検討されることを望みま

す。 

 

２ 使用料等の原価の考え方について 

（１） 使用料等の算出過程において、近隣等比較考慮による調整が分かりにくいため、

近隣等比較考慮の説明を記載することについて検討されることを望みます。 

 

（２） 原価算定の対象経費に退職手当引当金を含めることについて検討されることを

望みます。 

 

（３） 原価算定の対象経費に修繕引当金を含めることについて検討されることを望みま

す。 

 

３ 使用料等の減額・免除の考え方について 

使用料等の減額・免除の考え方について、市民にとって分かりやすい記載内容となる

よう 検討されることを望みます。 



 

４ 使用料等の見直しの周期について 

使用料等の見直しの周期を５年ごととしていますが、原価の動向等については毎年 

把握し、本審議会や市民に対する周知について検討されることを望みます。 

 

５ その他 

公の施設について、「住民の福祉の増進のために設置される施設」など、具体的な説 

明の記載について検討されることを望みます。 

 

 

以上 


